
資料５

水先制度の概要

（水先法関係）
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１．水先法の目的（第１条関係）

○水先をすることができる者の資格を定め、水先業務の適正かつ円滑な遂行を確保する

ことにより、以下のことを目的としている。

・船舶交通の安全の確保

・船舶の運航能率の増進

■水先法の主な改正経緯

＊明治３２年 旧水先法施行

＊昭和２４年 現行水先法施行

・受験資格：１０００総トン以上の船舶の船長履歴２年以上

・水先区を法律で規定（２１区域）

・強制水先制度を採用（政令で５区域を指定）

・水先人組合の設立を任意とした

＊昭和２８年 一部改正

・強制水先対象船舶の緩和

外国船及び外航の日本船：すべて→３００総トン以上（現行通り）

内航船：５００総トン以上→１０００総トン以上（現行通り）

・強制免除の裏書きの対象船舶等の緩和

内航船及び日本国民の経営に係る外航連絡船

→内航船及び国際航海に従事する日本船等（現行通り）

＊昭和３９年 一部改正

・船長履歴：３０００総トン以上で３年以上とした（現行通り）

・水先船等水先業務に必要な施設の確保の義務づけ（現行通り）

・一水先区一水先人会制及び水先人会による引き受け事務の協同化（現行通り）

・水先区を政令事項とした（現行通り）

＊昭和５０年 一部改正

・強制水先区の強制対象船舶の範囲の特例を設定できることとした（現行通り）

２．水先の定義（第１条の２関係）

○水先とは、水先区において、船舶に乗り込み当該船舶を導くことである。
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３．水先人（第３条～第１０条関係）

○国土交通大臣の免許が必要

○免許の要件

・３年以上船長として総トン数３，０００トン以上の船舶に乗り組んでいたこと

・水先修業生として３ヶ月間実務を修習したこと（内海・関門については４ヶ月）

・国土交通大臣が行う水先人試験に合格したこと

○５年毎の更新制

○毎年の身体検査を義務づけ（１０月に実施）

■欠格事項

＊日本国民で無い者

＊禁固以上の刑について執行中の者

＊船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく免許の取り消し、３回以上の業務停止を命じ

られた者

＊水先人の免許を取り消された者

■水先人試験

＊身体検査と学術試験（筆記・口述）

＊年１回実施

身体検査：春頃

一次試験：春頃（筆記試験）

二次試験：秋頃（口述試験）

＊学術試験の内容

・当該水先区の航法に関する法規に関する知識

・当該水先区の気象及び海象に関する知識

・当該水先区の水路、水深、距離、航路障害物、航路標識等の知識

・船舶の操縦に関する知識及び技能

・その他関係法令の知識、英会話（意思を疎通できる程度）

■現在は 「外航船」の船長経験者が供給源となっている。、

■免許の更新に当たり、以下のいずれかに該当する場合は、試験を行うことができる。

（実際には、これまで当該試験を実施したことは無い ）。

＊直近の２年間に業務を行っていない場合

＊直近の５年間において、３回以上の業務停止の処分を受けた場合
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４．水先区（第１１条・第１２条関係）

○水先区の名称及び区域を政令にて定めている（全国３９水先区）

○各水先区毎の最低員数を省令にて定めている

５．強制水先（第１３条関係）

○全国１０の港及び水域（以下「水域」という ）において、以下の船舶については、。

船長は水先人を乗り込ませなければならない。

・３００トン以上の船舶（外国船舶・日本の外航船舶）

・１０００トン以上の日本船舶（内航船舶）

○以下の船舶については、強制水先の対象外とされている。

・海上保安庁・防衛庁の船舶

・海難救助に従事する船舶

・内航定期航路事業に使用する船舶

○当該水域の自然的条件、船舶交通の状況、水先業務の体制その他を考慮して、政令に

て強制トン数についての特例を定めている。
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水先区の概要

●水先区（３９区）

強制水域（１０区）
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3,000トン強制区
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■強制トン数一覧

水域の名称 強制トン数

横浜川崎区 ３０００総トン以上
（危険物積載船は３００総トン以上 （注２））

東京湾区・伊勢三河湾区・大阪湾区・ １００００総トン以上
備讃瀬戸区・来島区

１００００総トン以上（通峡船）
３０００総トン以上（出入港船）うち関門特例区

（ ）（ ）関門区 ３００総トン以上 危険物積載の出入港船 注２（大部分）

（一部狭水道部分のみ）
３００総トン以上（注２）

横須賀区・佐世保区・那覇区

注１．二重線枠内が強制トン数の特例部分
注２．内航船は１０００総トン以上

■強制水先の対象となる水域の設定の考え方

( ) 水先区を設定する水域1
水先区を設定する必要のある水域とは、

① 水路の可航幅が狭く、屈曲があること及び航路付近に険礁、浅瀬があること

② 時化、吹雪、霧等の気象及び潮流、河流等の海象による影響が大きいこと

③ 船舶交通が輻輳していること

④ 特別の交通規制（海上交通安全法上の航路の指定、管区海上保安部の航法等の

指導）があること

等の特殊な水域事情があり、船舶職員が通常有する一般的な知識・技能のみでは、自

船の安全運航が必ずしも十分に担保されず、ひいては他船の安全な運航の妨げとなる

ような水域である。

( ) 水先区と強制水域2
前記 ( )の水域のうち、当該船舶の船舶職員が、海図、水路誌等により、当該水域1

について研究し、慎重に運航することによって、自船及び他船の安全運航を確保する

ことが可能であるが、より航行の安全性を十分に担保するためには、水先人によるき

ょう導を受ける方が好ましい水域については、これを水先区とする。

一方、水先区の中で、 ( )で列挙した特殊な水域事情がより顕著であり、自船の航1
行の安全性を担保し、他船の航行の安全性をも確保するためには、水先人によるきょ

う導が不可欠であり、加えて、万一海難が発生した場合には、海洋汚染、工業地帯へ

の沿岸火災、航路閉塞による港湾機能の喪失等、二次災害を引き起こすおそれのある

ような水域は、これを強制水域とする。
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■強制水先制度の経緯

＊ 我が国の水先制度は、明治８年に太政官布告をもって創設されて以来、昭和２４年に

旧水先法が廃止されるまで任意水先制度がとられてきた。

昭和２０年 ＧＨＱは軍事上の要請から、軍命令により横浜、横須賀、神戸、佐世保、東京等

に強制水域を設置。

昭和２４年 水先法制定。強制水先制度を導入。全ての外国船、 トン以上の内航船につい500
て強制水先。

昭和２５年 政令の制定により横浜区、横須賀区、神戸区、関門区、佐世保区の５区を強制水

域として指定。

裏書による強制水先の免除制度緩和（関門 → 回、その他 → 回）30 15 20 10
※当時、占領軍によって、既に水先が実施されていた横浜、横須賀、神戸、佐世

保のほか、関門が強制水先に加えられた。

昭和２８年 水先法改正。強制水先対象船舶を外航船は トン以上、内航船は、 トン300 1,000
以上に緩和。

裏書による強制水先の免除制度緩和（関門６回、その他４回）

昭和４７年 那覇区を水先区設定・強制化（沖縄返還によるもの）

昭和４９年 第十雄洋丸事故

（ＬＰＧタンカーと貨物船の衝突。死者３３名、１９日間炎上後撃沈）

昭和５２年 東京湾強制化（１万トン）

昭和５４年 明石海峡、備讃瀬戸、来島、関門区（通過船）強制化（１万トン）

昭和５８年 伊勢三河湾強制化（１万トン）

昭和６０年 大阪湾強制化（１万トン）

平成１０年 神戸区１万トンに緩和

平成１１年 横浜川崎区 トンに緩和（危険物積載船を除く）3,000

平成１４年 関門区 トンに緩和（危険物積載船及び一部狭水路を除く）3,000
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○以下の条件を全て満たす船舶については、強制水先の免除が認められる。

・日本船舶又は日本船舶を所有することができる者が借入れをした日本船舶以外の船

舶（期間用船を除く）

・船長について、当該水域において４回以上（関門については６回以上）航海実歴が

認められるもの

■日本船舶を所有することができる者（船舶法第１条）

・日本の官庁又は公署

・日本国民

・日本の法令により設立された会社

（代表者の全て及び業務執行役員の２／３以上が日本国民）

・日本の法令により設立された上記以外の法人（代表者の全てが日本国民）

＊上記の者が借り入れを行った日本船舶以外の船舶については、我が国が乗組員の配乗

権を有している （実態は無い ）。 。

■航海実歴の認定は、各地方運輸局長等により行われる。

＊平成１５年１月末現在の認定者は、１２７５名

■認定の有効期限は、認定後２年を経過しない間である。

■強制水先の免除制度の見直しについて

＊総合規制改革会議「規制改革の推進に関する第３次答申（平成 年 月 日 」15 12 22 ）

４ 強制水先の必要な船舶の範囲の見直し【平成 年度中に結論・実施】16
現在、船長の航海実歴による強制水先の免除の対象となる船舶については、日本船

籍に限られているが、ヨーロッパにおける制度も十分参考にして、外国籍船に対して

も船長が同等の知識・能力を有する場合には強制水先の免除を認めるべきである。
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７．水先業務（第１４条～第２１条関係）

○水先人でない者は水先区において水先をしてはならない。また、同様に、船長も水先

人でない者に水先をさせてはならない。

○水先人は、次の水先業務用施設を確保する義務がある。

・水先船

・共同引き受けのための事務所

○水先人は、船長から水先人を求める通知を受けた時は、正当な事由がある場合の外、

その求めに応じ、その船舶におもむき、誠実に水先をしなければならない （引き受。

け義務）また、同様に、船長は、水先人が船舶に赴いた際は、水先人に水先をさせな

ければならない。

■船長からの求めを拒否できる正当な事由（約款の例）

＊水先人は、次に掲げる場合には、水先をしないことがある。

一 船舶の堪航能力が不十分であるとき

二 天候、本船の状態、積み荷の種類又は水路等の状況に照し、運航に危険のおそれが

あるとき

三 水先船の航行に危険のおそれがあるとき。

四 水先人の乗下船に対する安全施設が不備であるとき。

五 水先人の業務執行に際し、身体及び生命に危険のおそれがあるとき。

六 船舶の出入港又は港内移動に関する港長の許可がないとき。

七 水先料金の支払いが、正当な事由なく遅延している船舶所有者又はその代理者から

水先の求めを受けたとき

八 その他やむを得ない事由があるとき。

■その他、業務に関する規定（第１９条～第２１条関係）

＊船長は、水先人の安全な乗下船のため、適当な方法を講ずる義務を負う。

＊船長は、正当な事由がある場合の他、水先人を水先区外に連行してはならない

＊水先人は、修業生１名を伴うことができる。

■申し込みは、水先開始予定時刻の２４時間前に申し込むことが原則（約款の例）
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８．船長との関係（第１７条第２項関係）

○水先人が水先人を行っている場合においても、船長の責任を解除し、又は船長の権限

を侵すものではない。

■船長の権限・責任（船員法第７条・第１０条・第１２条）

＊乗組員に対する指揮・監督・命令権

＊船舶の出入港、狭水路の通過、その他船舶に危険のおそれがある場合の、甲板で自ら

船舶を指揮する義務

＊船舶に危険がある場合の、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽く

す義務

■水先人の地位（約款の例）

水先人は、船舶交通の安全を図り、あわせて船舶の運航能率の増進に資するため、船

長に助言する者としての資格において、水先業務に誠実に従事するものであり、安全運

、 。航に対する船長の権限及びその責任は 水先人の乗船によって変更されるものではない

■免責（約款の例）

１ 船長又は船舶所有者は、水先人に水先人に水先をさせた場合において、水先人の業

務上の過失により、当該船舶、船長、船員又は第三者に生じた損害については、水先

人の責任を問わない。この場合において、水先人は、当該船舶に関し支払われるべき

水先料の全額を船長又は船舶所有者に請求しないものとする。

２ 船長又は船舶所有者は、水先人の業務上の過失に基づく責任について、第三者が直

接水先人に対して提起した訴訟その他の請求の結果生じた水先人の第三者に対する債

務のうち、当該船舶に関して水先人に支払われ、又は支払われるべき水先料の全額を

超える部分については、水先人にこれを補償する。ただし、船長又は船舶所有者は、

自ら第三者に賠償をしなければならない場合において、法令により船舶所有者の第三

者に対する賠償責任を制限することができる場合には、この補償金の額をその制限の

範囲内に制限することができる。

３ 前二項は、水先人の故意又は重大な過失に基づく責任については適用しないものと

する。

■商法（船長の損害賠償責任関係）

第七百五条 船長ハ其職務ヲ行フニ付キ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ船

舶所有者、傭船者、荷送人其他ノ利害関係人ニ対シテ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得

ス

２ 船長ハ船舶所有者ノ指図ニ従ヒタルトキト雖モ船舶所有者以外ノ者ニ対シテハ前項

ニ定メタル責任ヲ免ルルコトヲ得ス

第七百六条 海員カ其職務ヲ行フニ当タリ他人ニ損害ヲ加ヘタル場合ニ於テ船長ハ監督

ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
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９．水先料（第２２条関係）

○水先をしたときは、船舶所有者又は船長に水先料を請求することができる。

○水先料は、船舶の総トン数および喫水を標準として水先区毎に省令で定める額によら

なければならない。

■水先料金の種類

（１）通常の料金

水先料の額（円）

総トン数が千トン以 総トン数が千トンを越え、又

水先区 水先をする船舶の運航区分 下であり、かつ、喫 は喫水が三メートルを超える

の名称 水が三メートル以下 場合

である場合

基本額 加算額

総トン数千トン

東京水 京浜港東京区（第一区を除く ） ３６，０００ １，３４０ を増す毎に加算。

30cm先区 への入港又はそれからの出港 額を 喫水、

を増す毎に加算

額をそれぞれ基

横須賀 東京湾入口と京浜港東京区の境 ５４，３００ ２，０２５ 本額に加えた額

水先区 界付近との間の航行

この他、夜間割増（５０％ ・えい航船割増（８０％ ・多層甲板船割増が上記に加算） ）

（２）特別な場合の料金（ １）に加えて加算）（

・長時間割増（１０％）

・乗下船実費（水先人の旅費、宿泊料及び乗下船費用の相当額）

・冬季割増（北海道、東北、日本海側の水先区で、１０％～４０％）

等

（３）その他の適用方

・２人乗り料金

・待機料金（５４００円／３０分）

等
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１０．水先約款（第２３条関係）

○水先人は、水先約款を定め、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならない。

○国土交通大臣は、水先約款が利用者の正当な利害を害するおそれがあると認める場合

の変更命令権を有する。

○水先人は、約款を事務所に見やすいように掲示しなければならない。

■水先約款については、標準的な例を旧運輸省が示している。

■標準的な約款の例の主な項目は以下のとおり

＊総則（水先約款の適用、水先人の地位）

＊水先の引受け（申込期限、方法、変更取消し、水先の制限、大型船の水先）

＊水先（乗下船の安全措置、船長の通知事項・協力義務・便宜供与、水先人の連行）

＊水先料（水先証明書、額、支払い）

＊補償（取消料、待機料、区域外連行、その他の補償、免責）

１１．水先人会（第２２条の３～２２条の６関係）

○水先人は、水先区毎に一つの水先人会を設立する義務を負っており、免許を受けた水

先人は、必ず水先人会に入会しなければならない。

○水先人会の事務は以下のとおり。

・合同事務所の設置運営

・水先人の養成

・会員の指導及び連絡

○水先法上、水先人会に法人格を付与していない。

■水先法上、水先人会には法人格を付与していないが、商法上の法人格（有限会社等）を

取得した水先人会も存在する。

また、不動産（事務所）や水先艇の所有のため、水先人の出資で、水先人会の関連会

社を設立している会もある。

■水先人会の会則は、国土交通大臣（地方運輸局長等）の認可制となっており、以下の事

項を定めることされている。

＊名称及び事務所の所在地

＊会の代表者その他役員に関する規定

＊入会及び退会に関する規定

＊会議に関する規定

＊合同事務所の設置及び運営に関する規定

＊水先修業生の修習に関する規定

＊会計に関する規定

＊その他重要な会務に関する規定
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１２．監督（第２３条～２４条の２関係）

○水先人が業務を行うにあたり、怠慢、技能が拙劣、非行、法律等の違反の事由があっ

た場合、国土交通大臣は以下の処分を行うことができる。

・水先人の免許の取消

・業務の停止

・戒告

○海難審判法による海難が発生した時は、国土交通大臣は上記処分を行えない。

○国土交通大臣は、利用者の利便を阻害していると認める場合は、水先人に対し、水先

業務用施設の改善その他水先業務の円滑な遂行を確保するため、業務改善命令を行え

る。

○国土交通大臣が、水先人に対して、免許取消、業務停止、戒告及び業務改善命令を行

うに当たっては、交通政策審議会の意見を聴取しなければならない。

○国土交通大臣は、水先人会の適正な運営の確保のため、水先人会に対し、業務勧告が

行える。

■怠慢、技能拙劣、非行、法律等違反の事由以外の免許取消・業務停止事由

＊２年間に３回以上業務停止の処分を受けた者（免許取消）

＊正当な事由無く毎年受診が義務づけられている身体検査を受けない者（免許取消）

＊毎年の身体検査の結果、水先人が精神又は身体の欠陥により業務を行うのに不適当と

認める場合（免許取消・業務停止）

■海難審判法による海難の定義

＊船舶に損傷を生じたとき、又は船舶の運用に関連して船舶以外の施設に損傷を生じた

とき

＊船舶の構造、設備又は運用に関連して人に死傷を生じたとき

＊船舶の安全又は運航が阻害されたとき

■海難審判のフロー（海難審判庁）

海難が発生した場合、以下の手続きが開始される。

理事官 審判・ 裁決

海

・免許の取消難 調査・証拠収集

・業務の停止発

生 （１ヶ月～３年）

・戒告審判開始の申立


